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す
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す
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「
第
三
十
一
吉
進
丸
」
の
船
長
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
「
裁
判
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
国
益
に
関
す
る
政
府
の
基
本
認
識
如
何
。

二

二
〇
〇
六
年
九
月
二
十
一
日
、
外
務
省
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
北
方
四
島
周
辺
水
域
に
お
け
る
日
本
漁
船
の
銃
撃
・
拿

捕
事
件
」
と
題
し
、

「
九
月
二
十
一
日
、
国
後
島
古
釜
布
の
現
地
『
裁
判
所
』
に
お
い
て
、
『
第
三
十
一
吉
進
（
き
っ
し
ん
）
丸
』
の
船
長
に

対
す
る
『
裁
判
』
の
『
判
決
』
が
言
い
渡
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
同
日
午
後
四
時
過
ぎ
、
八
木
欧
州
局
審
議
官
よ
り
ガ
ル
ー

ジ
ン
駐
日
ロ
シ
ア
大
使
館
公
使
に
対
し
、
領
土
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
を
留
保
し
た
上
で
、
人
道
上
の
観
点
か
ら

も
、
船
長
の
早
期
解
放
を
求
め
る
と
と
も
に
、
『
判
決
』
の
内
容
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、
船
体
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
我
が
国
の

関
係
当
局
に
引
き
渡
さ
れ
る
よ
う
、
改
め
て
強
く
求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
、
ガ
ル
ー
ジ
ン
駐
日
ロ
シ
ア
大
使
館
公
使
は
、
お
申
し
越
し
の
内
容
を
本
国
に
伝
達
す
る
旨
述
べ
た
。
」

と
の
内
容
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
か
か
る
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
外
務
省
が
作
成
し
た
真
意
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

三

政
府
は
、
「
第
三
十
一
吉
進
丸
」
の
船
長
に
対
し
、
ロ
シ
ア
が
「
裁
判
」
を
行
い
、
「
判
決
」
を
言
い
渡
し
た
こ
と
に
つ

一



い
て
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
有
し
て
い
る
か
。

四

政
府
は
、
「
第
三
十
一
吉
進
丸
」
の
船
長
が
ロ
シ
ア
司
法
当
局
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
「
裁
判
」
の
判
決
に
服
す
る
こ
と
が

日
本
の
国
益
に
合
致
す
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


